令和８年度人権問題に関する三重県民意識調査及び詳細分析業務委託仕様書

１　委託業務名

令和８年度人権問題に関する三重県民意識調査及び詳細分析業務
２　事業の目的

県民の部落差別をはじめとする人権問題に関する意識を調査することにより、令和４年度に実施した前回調査以降の意識の変化と新たな人権課題に対する意識を把握し、今後の人権行政推進のための基礎資料を得るとともに、調査の集計結果を詳細分析する。

３　委託期間
　　契約の日から令和９年２月26日（金）まで
４　委託業務の内容
（１）調査方法

①調査地域　　　　　三重県全域

②調査対象　　　　　県内居住の満18歳以上の県民（外国人を含む）

③標本数　　　　　 　3,000人

④抽出方法　　　　　各市町の住民基本台帳から無作為抽出

⑤調査方法　　　　　郵送法（ウェブによる回答の回収を併用）
⑥調査項目　　　　　質問数：20問程度
（枝番号や小項目などをカウントした質問項目数は80問程　　度）
⑦調査票　　　　　　
・日本語用調査票（A4・両面印刷・11ページ程度）
・外国語用調査票（A4・両面印刷・ポルトガル語、ベトナム語、フィリピン語、中国語、韓国語等の５か国語程度）

⑧協力依頼状　　
・協力依頼状（日本人にははがきにより送付、外国人には調査票と同様に５か国語程度に翻訳し、封筒により送付する。）
⑨調査スケジュール  
・調査票発送　　　　　　　　令和８年８月上旬
・調査票回収　　　　　　　　令和８年８月下旬
・データ処理・集計　　　　　令和８年９月～
・調査結果分析・報告書作成　令和８年10月～令和９年1月

（２）調査対象者の抽出

　　・三重県内の全29市町の住民基本台帳から満18歳以上の者を無作為に3,000人抽出する。
　　・外国人対象者については、上記抽出の結果、抽出された外国人を調査対象とする。

　　・抽出に当たっては、受託者が各市町への閲覧申請手続きから抽出作業まで行う。

　　・各市町における住民基本台帳の閲覧に必要な手数料等の経費は受託者の負担とする。

　　・各市町への閲覧にかかる協力依頼文書については、三重県が作成のうえ依頼する。

　　・各市町の抽出数は、市町の住民基本台帳登載者数の県全体に対する比率により標本数3,000を割り当てることとするが、別途三重県から目安となる各市町の抽出数を提示する。
（３）調査票、協力依頼状および封筒の作成、印刷、発送
　　・調査票の原案は三重県が作成し、データをWord形式で提供する。原案を基に、三重県と受託者が協議のうえ、受託者が作成し、必要数の印刷を行う。

　　・外国人対象者用にポルトガル語、ベトナム語、フィリピン語、中国語、韓国語等による調査票及び協力依頼状の翻訳を行う。（翻訳はネイティブチェックを含む。）
　　・調査票の発送、回答者からの返信、外国人対象者あて協力依頼状の発送に用いる封筒は受託者が準備し、あて名等の印刷を行う。

・日本人対象者には日本語調査票を、外国人対象者には５か国語程度の調査票を封入し、調査対象者へ郵送する。
・調査対象者全員に対し、協力依頼状を調査期間の半ばにおいて１回郵送する。
・協力依頼状の内容は、回答のお礼と未回答の場合の協力依頼を併記したものとし、三重県と協議のうえ受託者が作成する。

・協力依頼状は、はがき（私製はがき可）に印刷して郵送する。ただし、外国人への協力依頼状は５か国語程度に翻訳し、A4サイズの用紙に印刷して封筒に封入し、郵送するものとする。

　　・調査票の発送後、受託者は発送したことを証明する書類（送付通数が明記された領収書等）の写しを三重県に提出する。

　　・調査票及び協力依頼状の印刷、発送は、受託者が行い、費用は委託費用に含むものとする。
　　・印刷物仕様

1 調査票

　　　　　A4　両面印刷　11ページ程度　再生上質紙

　　　　②封筒

　　　　　発送用：角形２号　クラフト
　　　　　　　　　あて名及び発送元の連絡先等（県章を含む）を印刷すること。

　　　　　　　　　※あて名印刷はあて名を印刷したシールの貼付も可とします。　

　　　　　返信用：長形３号　クラフト
　　　　　外国人対象者あて協力依頼用：長形３号　クラフト
　（４）調査票の回収
・郵送またはウェブ回答により回答を回収する。回収にかかる費用は受託者が負担する。
　（５）調査票の集計及び集計表・集計データの作成
　　・調査票の集計を行い、集計表を作成する。（単純集計、クロス集計、記述回答、自由意見のまとめ）
・クロス集計については、属性別集計を行う。

・属性別集計の属性の項目は、性別、年齢、国籍、居住地域、学齢期の居住地域の５項目とする。
　　・居住地域別の集計については、５地域に区分することとする。
　　・自由意見については、外国人回答者の意見も日本語に翻訳して集計する。

（６）調査結果の分析及び考察
　　・統計的に有意な項目を中心に詳細な分析を行うこととし、分析により次の事項を明らかにすること。
1 調査結果から把握される人権問題に関する県民意識
2 人権が尊重される社会の実現に向けた県民意識の現状と今後の課題

・質問間のクロス集計、過去に実施した意識調査の結果との比較など県民の人権
意識を明らかにするために有効な分析手法を検討し、分析を行うこと。また、
三重県の特徴的な県民意識や人権に関する課題などを検討すること。
・分析にあたっては、人権問題に関する有識者２名以上の意見を聴取すること。
なお、有識者の選定については、三重県と協議のうえ決定すること。
・有識者への謝礼、旅費等の費用は受託者が負担すること。
（７）報告書等の作成
・４（５）の集計結果及び４（６）の分析・考察の内容を報告書にまとめること。
・報告書の内容、レイアウト等は三重県と協議のうえ決定する。
　（８）成果品
　　①４（５）の集計表及び集計データ【提出期限：令和８年９月17日（木）】
・集計表を紙ベース及び電子ファイルで提出すること。
・集計データ（調査票回答の入力、単純集計、クロス集計の各データ）を電子
ファイルで提出すること。

　　　   ※電子ファイルについては、Microsoft　Office　Word、Excelで対応できるバージョンとし、媒体はCD－R又はDVD－Rとすること。
②４（７）の報告書【提出期限：令和９年２月12日（金）】
（報告書原稿の提出期限は、令和９年１月15日（金））
　　　・仕様：A4、1色、220ページ程度、260部
　　　　　　　無線綴じ
表紙：A4　再生上質紙
　　　　　　　本文：A4　再生上質紙
　　　・報告書原稿を紙ベース及び電子ファイルで提出すること。

　　　　※電子ファイルについては、Microsoft　Office　Word、Excelで対応できるバージョンとし、媒体はCD－R又はDVD－Rとすること。
５　実施体制・計画
　　受託者は業務に着手した後、速やかに三重県に次の書類を提出する。
　　・業務着手報告書

　　・業務工程表

　　・実施体制（各担当者一覧を含む）

　　・実施計画書
６　業務の実施条件
・業務の遂行にあたっては、受託者は三重県と常に綿密な連携をとり、十分協議するものとする。
・本委託事業における実施内容は、提案内容を踏まえ、最終的に三重県が決定を行うものとする。
・契約にあたり、原則として再委託は認めない。ただし、業務の一部を委託する場合について、委託者の承諾を得た場合はこの限りでない。

　　・本業務を行うための個人情報の取り扱いについては、別記「個人情報の取扱いに関する特記事項」を遵守すること。

・回収した調査票については三重県に所属するものとし、業務完了後三重県に提出するものとする。調査に使用した住所、氏名等のデータ等個人情報にかかる一切については業務完了後受託者において返還、廃棄または消去するものとする。
・本業務により生じる報告書等の著作権等の諸権利は、すべて三重県に帰属する。
・業務の遂行にあたっては、受託者は三重県の求めに応じて、報告を行うものとする。

　　・本仕様書に定めのない事項については、三重県と受託者で協議のうえ決定するものとする。

